
令
和
２
年
度
の

国
民
年
金
保
険
料

　
令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

額
は
、
月
額
１
万
６
、５
４
０
円
で

す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
、
郵
便
局
お
よ
び
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

に
よ
る
納
付
や
口
座
振
替
も
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問�

日
本
年
金
機
構
草
津
年
金
事
務
所

　
☎（
５
６
７
）２
２
２
０

　
国
保
年
金
課

　
☎
・
有�（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

守
山
市
男
女
共
同
参
画

審
議
会
委
員
募
集

任
期　
委
嘱
日
～
令
和
４
年
３
月
3１
日

内�

会
議（
年
３
～
５
回
、
平
日
）で
男

女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
。

対�

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
で
４
月

１
日
現
在
満
１８
歳
以
上
の
人（
国
、

地
方
公
共
団
体
の
議
員
お
よ
び
常

勤
の
公
務
員
、市
が
設
置
し
て
い
る

ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
委

嘱
さ
れ
て
い
る
人
、委
員
の
在
任
期

間
が
１2
年
を
超
え
る
人
は
除
く
）

４
月
２
日（
木
）～

８
日（
水
）は

発
達
障
害
啓
発
週
間

　
４
月
２
日
の「
世
界
自
閉
症
啓
発

デ
ー
」に
あ
わ
せ
、自
閉
症
を
は
じ
め

と
す
る
発
達
障
害
に
つ
い
て
理
解
す

る
た
め
の
啓
発
活
動
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
乳
幼

児
期
か
ら
就
労
期
ま
で
、
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
継
続
的
な
相

談
・
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
さ
ん
の
発
達
に
心
配
が
あ
る
人
や
、

特
性
に
よ
り
悩
ん
で
い
る
人
は
、
左

記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問�

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
・
有�（
５
８
2
）１
１
５
８

　
5（
５
８
１
）１
６
２
８

定�

２
人

申�

４
月
１７
日（
金
）（
当
日
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
応
募
書
と
男
女
共
同
参

画
社
会
づ
く
り
に
関
す
る
意
見

（
１
、０
０
０
字
程
度
、書
式
自
由
）

を
記
入
し
、
郵
送
、
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
左
記
へ
提
出
。
応
募
書
は

左
記
お
よ
び
各
地
区
会
館
に
設
置
。

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
。

他�

選
考
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に
通

知
し
ま
す
。
報
酬
あ
り（
５
、０
０

０
円
/
回
）。

問�

〒
５
２
４
―
８
５
８
５

　
吉
身
二
丁
目
５
番
２２
号

　
人
権
政
策
課

　
☎
・
有�（
５
８
２
）１
１
１
６

　
5（
５
８
２
）０
５
３
９

　

�jinkenseisaku@
city.

m
oriyam

a.lg.jp

令
和
２
・
３
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率

　
保
険
料
の
通
知
は
７
月
に
郵
送
し

ま
す
。

　
被
保
険
者
証
は
７
月
中
に
簡
易
書

留
で
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
か
ら

は
新
し
い
被
保
険
者
証
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
試
算
が
で

き
ま
す
。

年
間
保
険
料
率

均
等
割
額
の
軽
減
割
合
が
見
直
さ
れ

ま
す

①
７
割
軽
減
に
該
当
す
る
人

�

対�

世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員
の
所
得

の
合
計
額
が
33
万
円
以
下
で
、
被

保
険
者
全
員
の
公
的
年
金
の
控
除

額
を
８0
万
円
と
し
て
計
算
し
た
と

き
、
各
種
所
得
が
０
円
と
な
る
人

②
７
・
75
割
軽
減
に
該
当
す
る
人

対�

世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員
の
所
得

の
合
計
額
が
33
万
円
以
下
で
、
①

に
該
当
し
な
い
人

　
均
等
割
額
５
割
・
２
割
軽
減
の
範
囲

が
拡
大
さ
れ
ま
す

��

・
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
る
人

対�

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主

の
総
所
得
金
額
な
ど
が
、
次
の
計

算
式
を
超
え
な
い
人

　

�

33
万
円
＋「
2８・５
万
円
×
世
帯
の

被
保
険
者
数
」

�

・
均
等
割
額
が
２
割
軽
減
さ
れ
る
人

対�

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主

の
総
所
得
金
額
な
ど
が
、
次
の
計

算
式
を
超
え
な
い
人

　

�

33
万
円
＋「
52
万
円
×
世
帯
の
被

保
険
者
数
」

問�

国
保
年
金
課

　
☎
・
有�（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８　

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎（
５
２
２
）３
０
１
３

区分 保険料率

被保険者均等割額 45，512円

所得割率（※） 8．70％

年間保険料上限額 64万円

※�「所得割額」の計算方法（総所得金額
など－33万円）×上記の割合

ホームページ

パブリックコメント
手続きの実施

予告

　次の計画案に対する市民
の皆さまのご意見を募集し
ます。詳しくは次号でお知
らせします。
計画案：�「一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画」
時�４月15日（水）～5月8日（金）
問�ごみ減量推進課
　☎・有 �（582）1121
　5（583）3911
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